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資料１
資料１　深沢地域整備事業に係る都市計画手続きの経過について

鎌倉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に登載 平成21年9月18日

鎌倉市都市マスタープランに方針を登載 平成27年９月

鎌倉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に再登載 平成28年11月1日

令和２年度第３回都市計画審議会での報告 令和３年３月24日

都市計画決定に係る市民への説明会の実施 令和３年４月27日
～令和３年４月29日

令和３年度第１回都市計画審議会での報告 令和３年５月11日

都市計画原案の縦覧・公述申出の受付 令和３年７月19日
～令和３年８月２日

都市計画公聴会の開催 令和３年8月24日

令和３年度第２回都市計画審議会での報告 令和３年10月28日

都市計画法第19条第３項に基づく神奈川県知事との法定協議 令和３年11月4日

～令和３年11月30日

都市計画第17条第１項に基づく都市計画案の縦覧・意見書の受付 令和３年12月３日
～令和３年12月17日

令和３年度第３回都市計画審議会での付議 令和４年１月21日

都市計画決定の告示 令和４年３月下旬

本日

（第６回線引き見直し）

（第７回線引き見直し）



鎌　倉　市

①村岡・深沢土地区画整理事業の決定（市決定）
面積：約31.1ha

②深沢地区地区計画の決定（市決定）

③都計道 区域外（市決定）
　幅員：20ｍ
　延長：約20ｍ

(1)３・５・７号腰越大船線の変更（県決定）

幅員：変更前12ｍ→変更後18ｍ

延長：約720ｍ

③３・４・５号深沢村岡線の決定（市決定）
　幅員：20ｍ
　延長：約20ｍ

④鎌倉青果地方卸売市場の変更（市決定）
・腰越大船線の拡幅と重複する部分のみ縮小する。

 柏
 尾
 川

藤　沢　市

 行　政　界

ＪＲ
東海
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線
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湘南
モノ
レー
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大船
駅

湘南
江の
島駅

湘南
深沢
駅

面積：約31.1ha

都市計画決定・変更案件一覧 資料２



 
資料３ 

１ 

鎌倉都市計画土地区画整理事業の決定（鎌倉市決定） 

 

都市計画村岡・深沢地区土地区画整理事業を次のように決定する。 

名 称 村岡・深沢地区土地区画整理事業 

面 積 約 31.1ha 

公

共

施

設

の

配

置 

道 路 

種 別 名 称 
都市計画に別に定め

るとおりとする。 幹 線 街 路 ３・５・７号腰越大船線 

・地区のシンボルとして施行区域の東西を結び、賑わいの中心軸を

形成する区画道路として、幅員 20.0ｍのシンボル道路を配置す

る。 

・各街区の土地利用を考慮して、幅員 6.0ｍ～18.0ｍの区画道路及

び幅員 4.0ｍの歩行者専用道を適切に配置する。 

公 園 及 び 緑 地 
公園は、施行地区面積の３％以上かつ計画人口１人当たり３㎡以

上を確保し、施行地区内に公園を適切に配置する。 

そ の 他 の 

公 共 施 設 

下水道計画における排水処理の排除形式は分流式とし、流末の公

共下水道幹線に接続する。なお、土地利用等を考慮して、必要な調

整池を配置する。 

宅 地 の 整 備 

鎌倉市第三の都市拠点の形成を目指して、整序化された土地に住

宅系、業務系、商業系及び工業系の都市機能を適切に配置し、土地

利用転換を実現する。 

施行区域の整備にあたっては、隣接する藤沢都市計画土地区画整

理事業（村岡・深沢地区土地区画整理事業）との一体性に配慮する。 

「施行区域は計画図表示のとおり」 
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２ 

理 由 書 

 

本地区は「鎌倉市都市マスタープラン」において都市拠点として位置付けており、その「部門

別方針／土地利用の方針」において「深沢地域国鉄跡地周辺については、都市拠点という位置付

けを踏まえ、東海道本線新駅構想を視野に入れ、土地区画整理事業により、住宅と商業・業務機

能、医療福祉機能等を導入します。」と明記しています。 

また、「鎌倉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」においては、深沢地域国鉄跡

地を中心に、面的に一体整備を行うとともに、隣接する藤沢市村岡地区の新駅を中心としたまち

づくりと連携を図りながら、都市基盤施設の整備を図るものとされており、鎌倉都市計画都市再

開発の方針においては、鎌倉第三の都市拠点を目指し、土地区画整理事業による面的整備を行い、

土地利用転換に合わせ、商業・業務や都市型住宅等の適切な用途を配置するものとされています。 

これらのことを踏まえ、本地区における土地区画整理事業による面的整備事業と土地利用転換

事業を計画的に推進するため、本案のとおり土地区画整理事業を決定するものです。 

 



資料３ 

３ 

経 緯 書 
 

村岡・深沢地区土地区画整理事業 

 

都市計画決定の経緯 

なし 

 

今回の都市計画決定の経緯 

平成 30年 12月 27日 藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりと村岡新駅(仮称)設置

に関する合意書（神奈川県、藤沢市、鎌倉市） 

令和３年２月８日 東海道本線大船・藤沢間村岡新駅（仮称）設置に関する覚書 

 （神奈川県、藤沢市、鎌倉市、東日本旅客鉄道株式会社） 

令和３年３月 30 日 藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりに関する基本協定 

 （神奈川県、藤沢市、鎌倉市、独立行政法人都市再生機構） 

令和３年４月 27 日 都市計画決定に係る市民への説明会の実施 

    ４月 29 日 

令和３年７月 19 日 原案の縦覧（鎌倉市まちづくり条例施行規則第 26条） 

～８月２日 

令和３年８月 24 日 都市計画公聴会開催 

 （都市計画法第 16条第１項、鎌倉市まちづくり条例第 23条第１項） 

令和３年 11 月４日 都市計画案を神奈川県知事に協議 

 （都市計画法第 19条第３項） 

令和３年 12 月３日 法定縦覧（都市計画法第 17条第１項） 

～12月 17日 

令和４年 月 日 鎌倉市都市計画審議会（付議） 
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都市計画を定める土地の区域 
 
村岡・深沢地区土地区画整理事業 
 
追加する部分 
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原

字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内 

 
削除する部分 
なし 
 

変更する部分 
なし 



村岡・深沢地区土地区画整理事業　面積約31.1ha

　土地区画整理事業施行区域

凡 例

市町名 

事項 

鎌 倉 市 

件 名 
鎌倉都市計画土地区画整理事業の決定 

村岡・深沢地区土地区画整理事業 

図 面の名称 総 括 図 

縮 尺 １／１０,０００ 

番 号 １の１ 

作 成年月日 令和 　    年　 月　 日 

資料３ ５
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１ 

鎌倉都市計画地区計画の決定（鎌倉市決定） 

 
都市計画深沢地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 深沢地区地区計画 

位 置 

鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣

出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、

字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内 

面 積 約 31.1 ㏊ 

地 区 計 画 の 目 標 

本地区は、隣接する藤沢市村岡地区における新駅を中心とした

まちづくりと連携を図りながら、計画的市街地整備を進め、都市

基盤整備と地域特性に配慮した魅力ある市街地環境の整備を行

い、鎌倉第三の都市拠点の形成を目標とする。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土 地 利 用 の 方 針 

鎌倉駅周辺、大船駅周辺に並ぶ第三の都市拠点の形成を目指し

て、隣接する藤沢市村岡地区における新駅を中心としたまちづく

りとの連携を図りながら、土地区画整理事業による面的整備を行

い、土地利用転換を推進し、住宅と商業・業務機能等を適切に配置

した魅力ある拠点的都市空間を形成する。 

地区施設の整備の方針 

・地区内外の円滑な交通処理及び藤沢市村岡地区を含む広域的ま

ちづくりに関する交通負荷変動への対応等を視野に入れて、新

駅と湘南深沢駅を結ぶ軸となる道路や地区外周道路、その他地

区内道路を整備する。 

・道路やオープンスペース、その他公共施設や建築の整備にあた

っては、安全で快適な歩行者及び自転車等の移動環境や、誰も

が使いやすいユニバーサルデザインの実現に留意し、過度に自

動車に依存せず生活のできる魅力ある空間の形成を図るものと

する。 

・タクシー及び一般車、歩行者、自転車等の安全快適で円滑な

乗降を図るため、湘南モノレール湘南深沢駅前に駅前広場を

整備する。 

 
「区域は計画図表示のとおり」 

 
理  由 

 別紙理由書のとおり 
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理 由 書 

 

本地区は「鎌倉市都市マスタープラン」において都市拠点として位置付けており、その「部門

別方針／土地利用の方針」において「深沢地域国鉄跡地周辺については、都市拠点という位置付

けを踏まえ、東海道本線新駅構想を視野に入れ、土地区画整理事業により、住宅と商業・業務機

能、医療福祉機能等を導入します。」と明記しています。  

また、「鎌倉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」においては、深沢地域国鉄跡

地を中心に、面的に一体整備を行うとともに、隣接する藤沢市村岡地区の新駅を中心としたまち

づくりと連携を図りながら、都市基盤施設の整備を図るものとされており、鎌倉都市計画都市再

開発の方針においては、鎌倉第三の都市拠点を目指し、土地区画整理事業による面的整備を行い、

土地利用転換に合わせ、商業・業務や都市型住宅等の適切な用途を配置するものとされています。 

これらのことを踏まえ、本地区における土地区画整理事業による面的整備事業と土地利用転換

事業を計画的に推進するため、本案のとおり地区計画を決定するものです。なお、地区内の土地

利用および地区施設の配置の詳細については、今後の両市・関係地権者等による協議を踏まえ、

地区整備計画として定めるものとします。 
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経 緯 書 
 

深沢地区地区計画 

 

都市計画決定の経緯 

なし 

 

今回の都市計画決定の経緯 

平成 30年 12月 27日 藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりと村岡新駅(仮称)設置

に関する合意書（神奈川県、藤沢市、鎌倉市） 

令和３年２月８日 東海道本線大船・藤沢間村岡新駅（仮称）設置に関する覚書 

 （神奈川県、藤沢市、鎌倉市、東日本旅客鉄道株式会社） 

令和３年３月 30 日 藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりに関する基本協定 

 （神奈川県、藤沢市、鎌倉市、独立行政法人都市再生機構） 

令和３年４月 27 日 都市計画決定に係る市民への説明会の実施 

    ４月 29 日 

令和３年７月 19 日 原案の縦覧（鎌倉市まちづくり条例施行規則第 26条） 

～８月２日 

令和３年８月 24 日 都市計画公聴会開催 

 （都市計画法第 16条第１項、鎌倉市まちづくり条例第 23条第１項） 

令和３年 11 月４日 都市計画案を神奈川県知事に協議 

 （都市計画法第 19条第３項） 

令和３年 12 月３日 法定縦覧（都市計画法第 17条第１項） 

～12月 17日 

令和４年 月 日 鎌倉市都市計画審議会（付議） 
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都市計画を定める土地の区域 
 
深沢地区地区計画 
 
追加する部分 
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原

字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内 

 
削除する部分 
なし 
 

変更する部分 
なし 



深沢地区地区計画　面積約31.1ha

　地区計画区域

凡 例

市町名 

事項 

鎌 倉 市 

件 名 
鎌倉都市計画地区計画の決定 

深沢地区地区計画 

図 面の名称 総 括 図 

番 号 １の１ 

作 成年月日 令和   　年 月 日  

縮 尺 １／１０,０００ 

資料４ ５
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606- 3

606- 4

606-5

606- 6607- 1

607- 2

607- 3

607- 4

608- 1

608- 2

609- 1

609- 2

609- 3

609-4

609- 5

610- 1

610- 2

610- 3

610- 4 611- 2

612- 1

612- 2

612- 3

612- 4

612- 5

613- 1613- 3

613- 6
613- 7

613- 8
613- 9

618- 4

618- 5

619- 6

619- 12
619- 16

619- 19

622- 1

623

624- 1

624- 2

624- 3

62
4-
5

626- 2

627- 1

627- 2

628- 3

630- 2

道

道

水

615- 4

水

614- 1

614- 2
614- 3

599- 1

599- 3
599- 9

599- 8

598- 2

599- 2

59
9-
10

道

601- 2

60
1-
6

602- 4

598
- 3

599- 4

599- 11

60
0-
6

599- 6

600- 9600- 1

600- 8

604- 2

603- 10

603- 9

368- 6

368- 7

368- 8

368- 9

368- 11

368- 14

368- 15

368- 16

368- 17

373- 3

368- 19

379- 2

379- 6

379- 7

379- 16

373- 2

水

379- 17

水

368- 18

368- 12

36
8-
21
36
8-
10

A'
A

373-3

379- 1

380- 2

381- 2

383- 2

道

373- 2

B

B`

368-18

道

上町屋字山ノ根

上町屋字堅畑

上町屋字堅畑

⑤④

③

②

資
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資料５ 

１ 

鎌倉都市計画道路の変更（鎌倉市決定） 

 

都市計画道路に３・４・５号深沢村岡線を次のように追加する。 

種
別 

名称 位置 区域 構造 

備

考 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経過地 
延長 

構
造
形
式 

車
線
の
数 

幅員 

地表式の区間に

おける鉄道等の

交差の構造 

幹
線
街
路 

3･4･5 
深沢 

村岡線 

鎌倉市 

寺分 

字堅畑 

鎌倉市 

寺分 

字堅畑 

 約 20m 
地
表
式 

２
車
線 

20m   

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 



資料５ 

２ 

理 由 書 

 

深沢地域国鉄跡地周辺地区は「鎌倉市都市マスタープラン」において都市拠点として位置付け

ており、その「部門別方針／土地利用の方針」において「深沢地域国鉄跡地周辺については、都

市拠点という位置付けを踏まえ、東海道本線新駅構想を視野に入れ、土地区画整理事業により、

住宅と商業・業務機能、医療福祉機能等を導入します。」と明記しています。 

また、「鎌倉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」においては、深沢地域国鉄跡

地を中心に、面的に一体整備を行うとともに、隣接する藤沢市村岡地区の新駅を中心としたまち

づくりと連携を図りながら、都市基盤施設の整備を図るものとされており、鎌倉都市計画都市再

開発の方針においては、鎌倉第三の都市拠点を目指し、土地区画整理事業による面的整備を行い、

土地利用転換に合わせ、商業・業務や都市型住宅等の適切な用途を配置するものとされています。 

これらのことを踏まえ、深沢地域国鉄跡地周辺地区における土地区画整理事業を決定するとと

もに、第３次鎌倉市総合計画第４次基本計画等に基づき、藤沢市村岡地区の新駅を中心としたま

ちづくりと一体的に都市基盤の整備を図るため、深沢地域国鉄跡地周辺地区と隣接する藤沢市村

岡地区の両地区をつなぐシンボル道路のうち鎌倉市域部分に都市計画道路を追加するものです。 

 

 



資料５ 

３ 

経 緯 書 
 

３・４・５号深沢村岡線 

 

都市計画決定の経緯 

なし 

 

今回の都市計画決定の経緯 

平成 30年 12月 27日 藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりと村岡新駅(仮称)設置

に関する合意書（神奈川県、藤沢市、鎌倉市） 

令和３年２月８日 東海道本線大船・藤沢間村岡新駅（仮称）設置に関する覚書 

 （神奈川県、藤沢市、鎌倉市、東日本旅客鉄道株式会社） 

令和３年３月 30 日 藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりに関する基本協定 

 （神奈川県、藤沢市、鎌倉市、独立行政法人都市再生機構） 

令和３年４月 27 日 都市計画決定に係る市民への説明会の実施 

    ４月 29 日 

令和３年７月 19 日 原案の縦覧（鎌倉市まちづくり条例施行規則第 26条） 

～８月２日 

令和３年８月 24 日 都市計画公聴会開催 

 （都市計画法第 16条第１項、鎌倉市まちづくり条例第 23条第１項） 

令和３年 11 月４日 都市計画案を神奈川県知事に協議 

 （都市計画法第 19条第３項） 

令和３年 12 月３日 法定縦覧（都市計画法第 17条第１項） 

～12月 17日 

令和４年 月 日 鎌倉市都市計画審議会（付議） 
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４ 

都市計画を定める土地の区域 
 
３・４・５号深沢村岡線 
 
追加する部分 
鎌倉市寺分字堅畑地内 

 
削除する部分 
なし 

 
変更する部分 
なし 



終

点

鎌

倉

市

寺

分

字

堅

畑

起

点

鎌

倉

市

寺

分

字

堅

畑

地

内

地

内

市町名 

事項 

鎌 倉 市 

件 名 
鎌倉都市計画道路の変更 

３・４・５号深沢村岡線 

図 面の名称 総 括 図 

縮 尺 １／１０,０００ 

番 号 １の１ 

作 成年月日 令和　　年 月 日 

３・４・５号深沢村岡線 延長約20m 幅員20m

構造形式 地表式　車線の数 ２車線

資料５ ５
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資料６ 

１ 

鎌倉都市計画市場の変更（鎌倉市決定） 

 

都市計画第１号鎌倉青果地方卸売市場を次のように変更する。 

番 号 名 称 位 置 面 積 備 考 

１ 鎌倉青果地方卸売市場 
鎌倉市梶原字八町面 

及び寺分字堅畑地内 
約 8,300 ㎡ 

市場取扱品目及び取扱量 

青 果 物 約 8 0 ｔ ／ 日 

「区域は計画図表示のとおり」 

 



資料６ 

２ 

理 由 書 

 

３・５・７号腰越大船線の変更に伴い、本案のとおり第１号鎌倉青果地方卸売市場を変更する

ものである。 



資料６ 

３ 

経 緯 書 
 

第１号鎌倉青果地方卸売市場 

 

都市計画決定の経緯 

昭和 56年３月２日 都市計画決定（鎌倉市告示第 115号） 

 

今回の都市計画変更の経緯 

平成 30年 12月 27日 藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりと村岡新駅(仮称)設置

に関する合意書（神奈川県、藤沢市、鎌倉市） 

令和３年２月８日 東海道本線大船・藤沢間村岡新駅（仮称）設置に関する覚書 

 （神奈川県、藤沢市、鎌倉市、東日本旅客鉄道株式会社） 

令和３年３月 30 日 藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりに関する基本協定 

 （神奈川県、藤沢市、鎌倉市、独立行政法人都市再生機構） 

令和３年４月 27 日 都市計画決定に係る市民への説明会の実施 

    ４月 29 日 

令和３年７月 19 日 原案の縦覧（鎌倉市まちづくり条例施行規則第 26条） 

～８月２日 

令和３年８月 24 日 都市計画公聴会開催 

 （都市計画法第 16条第１項、鎌倉市まちづくり条例第 23条第１項） 

令和３年 11 月４日 都市計画案を神奈川県知事に協議 

 （都市計画法第 19条第３項） 

令和３年 12 月３日 法定縦覧（都市計画法第 17条第１項） 

～12月 17日 

令和４年 月 日 鎌倉市都市計画審議会（付議） 

 



資料６ 

４ 

新旧対照表 

 

新旧 番号 名 称 位 置 面 積 備 考 

新 １ 
鎌 倉 青 果 地 方 

卸 売 市 場 

鎌倉市梶原字八町面 

及び寺分字堅畑地内 
約 8,300 ㎡ 

市場取扱品目及び取扱量 

青 果 物 約 8 0 ｔ ／ 日 

旧 １ 
鎌 倉 青 果 地 方 

卸 売 市 場 

鎌倉市梶原字八町面 

寺 分 字 堅 畑 地 内 
約 0 . 8 h a 

市場取扱品目及び取扱量 

青 果 物 約 8 0 Ｔ ／ 日 
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５ 

都市計画を定める土地の区域 
 
第１号鎌倉青果地方卸売市場 

 
追加する部分 
なし 

 
削除する部分 
なし 

 
変更する部分 
鎌倉市寺分字堅畑地内 



第１号鎌倉青果地方卸売市場　面積約8,300㎡

市町名 

事項 

鎌 倉 市 

件 名 
第１号鎌倉青果地方卸売市場 

図 面の名称 総 括 図 

縮 尺 １／１０,０００ 

番 号 １の１ 

作 成年月日 令和　　年 月 日 

鎌倉都市計画市場の変更 

資料６ 6
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3

214-4

21
4-
5

214-7

214-9

214-10

214-12

214-14

214-18

214-19

214-29
214-30

214-31

214-33

214-34

214-35 214-36

214-37

214-38

214-39

214-40

214-41

214-42

214-43

214-44

2

214-48

214-49

214-50

214-67

214-72

214-73

214-77

214-78

214-79

214-81

214-82

214-83

214-84

214-85

214-86

214-87

214-93

214-96

214-101

214-102

214-103

214-106

214-112

214-113

214-114

214-115

214-116

214-118

214-123
214-124

214-125

214-126

214-127

214-128

214-129

214-131

3

21
4
-1
34

214-135

214-136

214-137

214-138

214-139

214-140

214-141

214-142

214-143

214-144

214-145

214-146

214-147

214-148

214-150

214-151

214-152

214-155

21
4-
15
6

214-157

214-158

214-159

214-160

21
4-
16
1

道

道

道

道

214-132

221-1

360-1

358-1
A'

A

B

B`

鎌　　倉　　市

市 町 名

事 項

件　　名

図面の名称

縮　　尺

番　　号

作成年月日

鎌倉都市計画市場の変更
第１号鎌倉青果地方卸売市場

公図写し

１／６００

１の１

令和　　年　　月　　日

調査日：令和３年４月15日

⑤

⑥

①

②
④

③

凡　例

①～②

番号間 境　界 備　考

②～③

③～④

道路界

都市計画道路界

地番界

④～⑤

⑤～⑥

⑥～①

鎌倉市道202—047号線

地番界

道路界

地番界

３・５・７号腰越大船線

鎌倉市道202—046号線

上町屋字堅畑

上町屋字堅畑
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資料７ 

1 
 

都市計画に対する意見書の要旨と都市計画決定権者の見解 
 

鎌倉都市計画土地区画整理事業の決定（鎌倉市決定） 
（村岡・深沢地区土地区画整理事業） 
鎌倉都市計画地区計画の決定（鎌倉市決定） 
（深沢地区地区計画） 
鎌倉都市計画道路の変更（鎌倉市決定） 
（３・４・５号深沢村岡線） 
鎌倉都市計画市場の変更（鎌倉市決定） 
（鎌倉青果地方卸売市場） 

 
類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ

人数 

A 賛成 
 行政計画に定めた内容のとおり進めるべ

き。 

 
 第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画実

施計画に示したスケジュールに沿って、引

き続き事業を実施するための手続を進めて

まいります。 

７人 

B 
 

賛成 
 早期実現を望む。 

６人 

C 賛成 
 鎌倉第３の新しい拠点を目指したまちづく

りを推進してほしい。 

３人 

D 賛成 
 防災の拠点を支えるためのまちづくりを進

めていく本計画に賛成する。 

 
深沢の新しいまちづくりは、防災拠点と

なるまち・災害に強いまちを目指し、グラ

ウンドと広場が隣接する本庁舎及び消防本

部等と連携し、地域の防災性の向上を図る

ため、災害時の防災拠点の役割の一部を担

うことを想定しています。 
第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画実

施計画に示したスケジュールに沿って、引

き続き事業を実施するための手続を進めて

まいります。 
また、本庁舎の整備事業については、別

途、本庁舎整備事業のなかで、丁寧な説明

に努めます。 

１人 

E 賛成 
 市役所の移転に賛成。 

４人 

F 賛成 
 新しいまちの創造にあたっては、持続可能

なまちづくりを進めてほしい。 

 
新駅を含めた深沢・村岡両地区一体の土

地区画整理事業は、本市の新たな拠点を形

成し、税収増加や公共施設の再編など、全

市的な課題解決と持続可能な都市経営を実

現するための事業です。 
第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画実

施計画に示したスケジュールに沿って、引

１人 
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2 
 

類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ

人数 

き続き事業を実施するための手続を進めて

まいります。 
G 賛成 

 土地区画整理事業に賛成。洪水対策をしっ

かりしてほしい。 
 

 
 深沢地域整備事業の土地区画整理事業に

おける造成の考え方は、年超過確率 1/100
の計画規模の降雨を一つの基準とし、事業

区域の全ての街区が浸水しないように造成

高を定めることとしています。年超過確率

1/1000 の想定最大規模の降雨対策について

は、浸水予測など、事前の防災教育、減災

の取組や、被災後の復旧を少しでも早める

ための対策を講じることで対応してまいり

ます。 

４人 

H 賛成 
 土地区画整理事業に賛成。周辺地域の交通

渋滞が生じないように注意を払ってほしい。 
 

 
深沢地域整備事業計画の検討において

は、周辺交通への影響について神奈川県警

との交通管理者協議や、柏尾川を管理する

神奈川県藤沢土木事務所との関係機関協議

を行い、地域の生活圏に新たな課題を発生

させることのないよう、事業の推進に努め

てまいります。 
また、土地区画整理事業とあわせて、三

菱電機鎌倉製作所南側には、県道腰越大船

と市道大船西鎌倉線を結ぶラダー状道路

や、古館橋交差点の目違い交差点の解消な

ど、土地区画整理事業区域に隣接する道路

についても、事業に併せて整備を行う計画

としています。 
 今後はさらに、深沢小学校前の狭隘道路

や深沢交差点など、事業用地と鎌倉地域と

を結ぶ動線をはじめとした周辺道路につい

ても、庁内関係部と連携して、交通環境の

改善に向けた検討を進めていきたいと考え

ております。 
 

１人 

I 反対 
駅間が短く、利便性のない新駅設置に税金

を使うことに反対 
 
 

 
 深沢の新しいまちづくりは、第３次鎌倉

市総合計画第４期基本計画や鎌倉市都市マ

スタープラン、深沢地域の新しいまちづく

り基本計画など、行政計画に基づいて進め

40 人 
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3 
 

類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ

人数 

J 反対 
 土地区画整理事業に税金を使うことに反

対。同様に新駅にも反対。 
 

ています。 
新駅を含めた深沢・村岡両地区一体の土

地区画整理事業は、本市の新たな拠点を形

成し、税収増加や公共施設の再編など、全

市的な課題解決と持続可能な都市経営を実

現するための事業です。 
新駅設置により、深沢の新しいまちづく

りのポテンシャルが高まり、新駅と深沢地

区のまちづくりによる税収効果として、ま

ちが建ち上がった時点で年額約 16 億円の増

収を見込んでいます。これらを活用するこ

とにより、福祉、子育て、教育、自然災害

対策、インフラマネジメントなど、鎌倉市

全域に広くその効果を反映することもでき

ることから、東海道本線新駅設置は、深沢

の新しいまちづくりに大きく資するもので

あると考えています。 
 

９人 

K 反対 
 固定資産税、都市計画税が大幅に上昇する

要因となる新駅設置、土地区画整理事業は不

要である。 

10 人 

L 反対 
 土地区画整理事業は新駅とは切り離し、深

沢単独施行とすることを求める。 

16 人 

M 反対 
 昭和 62 年に工業地域から工業専用地域に

変更した。JR 東日本(株)の都合で工場を撤

退したものであり、用途地域変更の理由から

工業専用地域の変更に反対。 

 
今回の都市計画決定では、用途地域の変

更はしませんが、鎌倉都市計画都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針や鎌倉市都

市マスタープランにおいて、深沢地域国鉄

跡地周辺整備については、「深沢地域国鉄跡

地周辺整備における面的な土地利用転換の

誘導による、新たな土地利用の実現が求め

られる」としており、こうした行政計画に

基づき、今後の土地利用転換に合わせて用

途地域を変更する予定です。 
 

１人 

N 反対 
 市庁舎を深沢に移転することに反対。 

 
深沢の新しいまちづくりは、防災拠点と

なるまち・災害に強いまちを目指し、グラ

ウンドと広場が隣接する本庁舎及び消防本

部等と連携し、地域の防災性の向上を図る

ため、災害時の防災拠点の役割の一部を担

うことを想定しています。 
 また、本庁舎の整備事業については、別

途、本庁舎整備事業のなかでも、丁寧な説

明に努めます。 

５人 
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類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ

人数 

O 反対 
 事業区域北西側の上町屋地区は、鎌倉第３

の拠点をつくるのであれば、事業区域に入れ

るべき。 

 
 本都市計画は、深沢地域の新しいまちづ

くり基本計画のうち面整備ゾーンの土地利

用の方針を定めるものですが、深沢地域の

新しいまちづくり基本計画では、土地区画

整理事業区域周辺の緑や商業環境を含めた

土地利用の課題を整理したうえでまちづく

り計画を示しております。 
 これまでの深沢のまちづくりの検討の中

で、土地区画整理事業の区域を定めたもの

で、上町屋地区は区域に入れない計画とし

ています。 
 

１人 

P 反対 
 深沢地区には公園（洪水対策の親水公園含

む）、スポーツ施設、グラウンド整備、ごみ

処理施設などに利用してほしい。 

 
令和元年度に作成した土地利用計画

（案）では、行政施設街区の西側にグラウ

ンドや公園等を設置する予定です。 
 

３人 

Q 反対 
 事業費について、想定する売却益がでるか

疑問である。 

 
新駅を含めた深沢・村岡両地区一体の土

地区画整理事業は、本市の新たな拠点を形

成し、税収増加や公共施設の再編など、全

市的な課題解決と持続可能な都市経営を実

現するための事業です。 
保留地処分金を確実に得られるよう、ま

ちづくりガイドライン等によるコンセプト

の確立、まちのブランディングに努めると

ともに、神奈川県など関係機関と連携して

企業誘致に向けた取組にも着手していま

す。 
なお、ＪＲ東日本が実施した新駅の概略

設計の結果、詳細設計費、建設費、システ

ム改修費、用地費など新駅の設置に必要な

費用として約 150 億円となっています。そ

の 27.5％にあたる約 41 億円が本市の負担と

なりますが、深沢地区の土地区画整理事業

によって発生する保留地処分金の一部であ

る約 37 億円を充てることで、実質的な負担

額は約４億円と見込んでいます。 
 

２人 



資料７ 

5 
 

類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ

人数 

R 反対 
 JR 新駅が設置されなければ、深沢村岡線

は不要である。 

 
 深沢の新しいまちづくりは、第３次鎌倉

市総合計画第４期基本計画や鎌倉市都市マ

スタープラン、深沢地域の新しいまちづく

り基本計画など、行政計画に基づいて進め

ています。 
新駅を含めた深沢・村岡両地区一体の土

地区画整理事業は、本市の新たな拠点を形

成し、税収増加や公共施設の再編など、全

市的な課題解決と持続可能な都市経営を実

現するための事業です。 
３・４・５号深沢村岡線は、駅利用者や

深沢地区土地区画整理事業により新たに発

生する交通需要を見据え、整備するもので

あるとともに、新たなまちの玄関口として

まちのポテンシャルを高めるために必要な

道路と考えています。 
 

２人 

S 反対 
 地区計画について、施行区域境を A 氏と

C 氏の現地杭界で定めるのは公正ではない。

施行区域は、公道で区切るべき。 

 
 地区計画を含めた本都市計画は、深沢地

域の新しいまちづくり基本計画のうち面整

備ゾーンの土地利用の方針を定めるもので

すが、深沢地域の新しいまちづくり基本計

画では、土地区画整理事業区域周辺の緑や

商業環境を含めた土地利用の課題を整理し

たうえでまちづくり計画を示しておりま

す。 
 これまでの深沢のまちづくりの検討の中

で、土地区画整理事業の区域を定めてお

り、地区計画は土地区画整理事業区域内の

土地利用の方針を定めたものであるため、

土地区画整理事業と同じ区域としていま

す。 
 

１人 
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類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ

人数 

T 反対 
 ウェルネスは歩くことで肥満を防ぎ、成人

病を予防することなので、車が通る道路は不

要。 

 
 深沢地域のまちづくりは、誰もが心地よ

く過ごせる、歩きやすい、歩きたくなるウ

ォーカブルな環境を整備します。 
また、自動車に関しては、土地区画整理

事業にあわせて周辺道路の道路拡幅などを

行い、歩行者が安全に歩くことのできる公

共空間の確保に努めます。 
 

１人 
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